
狩
猟
期
間
が
始
ま
り
ま
す

　
11
月
15
日（
火
）～
令
和
５
年
２
月
15

日（
水
）は
狩
猟
期
間
で
す
。

　
た
だ
し
、
イ
ノ
シ
シ
と
ニ
ホ
ン
ジ
カ

に
つ
い
て
は
、
農
作
物
な
ど
へ
の
被
害

防
止
を
目
的
と
し
て
狩
猟
期
間
を
１
カ

月
間
延
長
し
、
３
月
15
日（
水
）ま
で
と

し
て
い
ま
す
。

　
野
山
に
出
か
け
る
と
き
は
、
目
立
つ

色
の
服
装
を
着
用
す
る
な
ど
十
分
に
注

意
し
て
く
だ
さ
い
。

問
岡
山
県
農
村
振
興
課
鳥
獣
害
対
策
室

☎
０
８
６
‐
２
２
６
‐
７
４
３
９
／
備

中
県
民
局
森
林
企
画
課
☎
０
８
６
‐

４
３
４
‐
７
０
５
２

有
害
鳥
獣
対
策
補
助
金
に
つ

い
て

　
来
季
の
作
付
け
に
備
え
て
早
め
の
対

策
を
し
ま
せ
ん
か
？　
有
害
鳥
獣
か
ら

農
地
を
守
る
対
策
と
し
て
、
農
林
課
で

は
、
野や

猪ち
ょ

等
防
護
柵
・
捕ほ

獲か
く

檻お
り

の
設

置
、
捕
獲
支
援
情
報
機
器
な
ど
の
導
入

費
用
に
対
し
て
助
成
を
行
っ
て
い
ま

す
。

　
野
猪
等
防
護
柵
設
置
補
助
金
を
受
け

る
に
は
次
の
全
て
の
条
件
を
満
た
す
必

要
が
あ
り
ま
す
。

①
市
の
推
奨
す
る
基
準
に
基
づ
き
、
防

護
柵
１
０
０
ｍ（
野
猿
防
護
柵
30
ｍ
）以

上　
②
対
象
農
地
を
完
全
に
囲
う
こ
と　

③
市
内
で
農
林
作
物
を
生
産
し
、
市
税

を
完
納
し
て
い
る
人

※
過
去
に
当
該
補
助
金
を
受
け
て
設
置

し
た
防
護
柵
を
更
新
す
る
場
合
は
、
市

が
定
め
る
年
数
を
経
過
し
て
い
る
も
の

種
類
・
金
額

ワ
イ
ヤ
ー
メ
ッ
シ
ュ
柵
・
３
０
０
円
／

１
ｍ
以
下

電
気
柵（
線
・
送
電
機
セ
ッ
ト
）・

１
０
０
円
／
１
ｍ

※
設
置
状
況
に
よ
り
補
助
金
額
に
上
限

が
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
野
猿
防
護
柵
は
複
合
柵
と
な

り
、
金
額
が
異
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
農
林
課

☎
21
‐
１
１
９
０

道
路
へ
の
倒
竹
木
な
ど
の
伐

採
を
お
願
い
し
ま
す

　
道
路
や
歩
道
へ
の
倒
竹
木
や
枝
の
張

り
出
し
な
ど
に
よ
っ
て
通
行
に
支
障
を

き
た
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
道

路
標
識
や
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
な
ど
が
見
え

に
く
く
な
り
交
通
事
故
の
原
因
と
な
り

ま
す
。

　
道
路
沿
い
に
土
地
を
所
有
し
て
い
る

人
は
、
交
通
事
故
な
ど
の
防
止
の
た
め

に
も
樹
木
の
伐
採
や
枝
払
い
な
ど
、
適

切
な
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
建
設
課
☎
21
‐
０
２
３
２

納
め
た
年
金
は
全
て
社
会
保

険
料
控
除
の
対
象
で
す

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税
お
よ

び
住
民
税
の
申
告
に
お
い
て
全
額
が
社

会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

令
和
４
年
１
月
１
日
～
令
和
４
年
９
月

30
日
に
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た

人
は
、「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険

料
）控
除
証
明
書
」
が
10
月
下
旬
か
ら

11
月
上
旬
に
か
け
て
日
本
年
金
機
構
か

ら
送
付
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
令
和
４
年

10
月
１
日
～
令
和
４
年
12
月
31
日
に
今

年
初
め
て
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し

た
人
は
、
令
和
５
年
２
月
上
旬
に
送
付

さ
れ
ま
す
。

　
社
会
保
険
料
の
控
除
を
受
け
る
た
め

に
は
、
年
末
調
整
や
確
定
申
告
の
際
に

そ
の
年
の
１
月
１
日
～
12
月
31
日
に
国

民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た
証
明
書
か

領
収
証
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
な

お
、
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付

し
た
場
合
も
控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す

の
で
、
家
族
宛
て
に
送
ら
れ
た
控
除
証

明
書
を
添
付
し
て
申
告
し
て
く
だ
さ

い
。

　
ま
た
、
令
和
４
年
10
月
か
ら
「
社
会

保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）控
除
証
明

書
」
を
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
に
電
子
送
付

す
る
サ
ー
ビ
ス
の
開
始
を
予
定
し
て
い

ま
す
。
令
和
４
年
度
分
確
定
申
告
か
ら

電
子
送
付
さ
れ
た
控
除
証
明
書
の
利
用

も
可
能
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル　

０
５
７
０�

‐
０
０
３
‐
０
０
４

問
日
本
年
金
機
構
高
梁
年
金
事
務
所
☎

21
‐
０
５
７
０
／
市
民
課

☎
21
‐
０
２
５
２

24Ｒ4 (2022) 10 月

短
歌
短
歌  　
　
　
　

道道み
ち
み
ち

のの
端端は
た
は
た  

赤赤あ
か
あ
か

々々あ
か
あ
か

とと
咲咲ささ

くく  

彼彼ひ
が
ん
ば
な

ひ
が
ん
ば
な

岸
花
岸
花  

よ
う
や
く

よ
う
や
く
風風か
ぜ
か
ぜ

のの  

涼涼す
ず
す
ず

や
か
に

や
か
に
吹吹ふふ

き　
　
き　
　

那那なな

須須すす

閑閑し
ず
し
ず

子子ここ

さ
ん（
成
羽
町
小
泉
）

さ
ん（
成
羽
町
小
泉
）


